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本研究では,人 口減少と施設の老朽化が進む中で,現 在の状況を出発点として生活排水処理施設を持続的に経営 してい

くための課題を明らかにしその手法を検討した。そこで,現 在稼働中の集合処理である公共下水道及び分散処理の浄化槽

の将来へ向けた再編成や更新を計画するうえでの課題を抽出し,そ の解決策を明らかにした。とくに,浄 化槽では平成12

年に新設禁止となった単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換策を既設の施設を活用した改造を行い,約1年 間にわた

る実証試験を実施し,良 好な処理水質が得られた。
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The domestic wastewater treatment plans have been got ready by sewage treatment systems and Johkasous. Domestic 

treatment plans is pursued in the local present conditions in future by a local social, financial, and technical aspect. 

introduces the development process of the Johkasous, and discuss the effect of the Johkasous as the on-site domestic 

treatment systems.
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1.研 究の概要

本研究では,人 口減少 と施設の老朽化が進む中で,現

在の状況を出発点 として生活排水処理施設 を持続的に経

営していくための課題 を明らかにし,そ の手法 を検討す

る。そこで,現 在稼働 中の集合処理である公共下水道及

び分散処理の浄化槽の将来へ向けた再編成や更新を計画

するうえでの課題 を抽出 し,その解決策を明らかにす る。

研究は,図1-1に 示す2つ のテーマに分けて実施 し

た。テーマ1は,既 存単独処理浄化槽の改造工事及びそ

の実証試験を実施 した。また,テ ーマ2は 人 口減少社会

における生活排水処理インフラ改革として公共下水道の

進捗状況や公共下水道か ら個別処理である浄化槽整備に

転換す る政策的課題の抽出や兵庫県市川町をモデル とし,

生活排水処理施設未整備地区について,既 存計画を見直

した場合の経済的評価 を行った。

テーマ2官 民連携 ・公的管理を前提とした生

活排水処理の効串的な整備 ・運営手法の検討・

(S境翻 職 躍 、蝋,

行政ニーズの反映.

斬たな整備促進策の提示・

社金インフラとしての良質な住

宅の形成.

又

2.既 設単独処理浄化槽を活用 した簡易な合併処理浄化

槽化に関する実証実験 と単独転換手法の効果検証

2.1は じ め に

図1-1研 究 フ ロー

生活排水処理施設整備は地域の特性 を考慮 し,下 水道

などの集合処理や浄化槽による個別処理も適正な配置に

よって進められている。また近年は,人 口減少や 自治体

の財政難を背景に,集 合処理から個別処理へと計画を転

換す る地域 もある。 しかし,個 別処理の代表的システム

である浄化槽 には,し 尿のみを処理す る単独処理浄化槽

(現、みなし浄化槽 とい う。)と,し 尿及び雑排水を併せ

て処理する合併処理浄化槽(以 下,浄 化槽 とい う。)が あ

り,公 共下水道が未整備の地域において トイ レの水洗化

が進め られた時代に単独処理浄化槽が多数設置された。
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平成13年 度か ら平成28年 度までの浄化槽設置基数1)

をみると,図2-1の ように浄化槽は年度毎に増加 し,単

独処理浄化槽は年々減少 しているが,平 成28年 度の総設

置基数7,589,176基 の うち,52.6%が 単独処理浄化槽で

ある。単独処理浄化槽は,平 成12年 に新設が禁止 され

2)
,さ らに自治体の施策によって公共下水道への接続に

よる廃止,あ るいは単独処理浄化槽か ら浄化槽への転換

が進められているが,今 のペースでは,30年 後において

も170万 基が残 ると予測 される。

単独処理浄化槽の設置では,ト イ レの水洗化が行われ

ても生活雑排水が未処理で放流 されるため,周 辺地域の

水環境の汚濁源 になってい ることは周知のとお りである

が,浄 化槽への転換による利便性が高 くないこと,ま た

転換に係 るコス トが高いことか ら,住 民の積極的な意識

が得にくい状況である。 しかし,水 洗 トイレによる快適

な生活環境を維持 しつつ,水 環境の改善や保全を図るた

めには,早 急に転換事業を進捗 させ る対策 をとらなけれ

ばな らない。

小型浄化槽は,昭 和63年3月 に処理対象人員50人 以

下のBOD除 去率90%以 上,放 流水のBOD20mg/L以 下 とし

て構造基準に追加 され,平 成28年 度末現在,1,131,019

基1)が 設置 され,当 初の処理方式は,分 離接触ばっ気方

式及び嫌気ろ床接触ばっ気方式の2タ イプであったが,

その後,窒 素除去型(T-N20mg/L以 下)と して脱窒ろ床

接触ばっ気方式が追加 された。そ して,平 成12年5月 に

浄化槽の性能規定化2)が 行われ,浄 化槽は性能評価型 と

して1次 処理装置に爽雑物除去装置や固液分離装置等,

2次 処理装置には生物ろ過槽や担体流動槽等が適用 され,

メーカー毎に構造の異なる機種が実用化 された。現在で

は,新 設の浄化槽は,性 能評価型が主流 となっている。

また,2次 処理装置のBOD容 積負荷 も従来の0.2kg/m3・

日から0.8～1.Okg/m3・ 日までの高負荷 とな り,槽 の小

型化が図られた3)。 さらに,転 換事業を促進 させる目的

で開発 された小容量型浄化槽(単 独処理浄化槽 と同等の

容量の合併処理浄化槽)も 販売 される状況 になってい る

が,図2-2(平 成27～28年 度データな し)で 明らかなよ

うに,そ の設置のほとん どが新設であ り,転 換に寄与 し

ているとは言い難い状況である。 さらに,塩 澤 ら4)の 報

告によると,図2-3で 示す ように,浄 化槽 の使用人員が

減少 し,人 員比が低 くなっている。人員比が年度毎に低

下し,5人 槽では0.63～0.64,7人 槽では0.56と なり,

現行の有効容量か らみると,現 在のBOD負 荷は著 しく低

下していると考えられる。

このよ うに,浄 化槽 において小容量・高負荷 で良好な

処理水質が得 られる技術が開発 され,ま た,年 とともに

浄化槽の人槽に対 して流入汚水量 も少なくな り,家 屋の

大きさに対 して小 さな人槽でも対応できる可能性が生 じ

ていることに鑑みると,既 設の単独処理浄化槽を合併処

8,000,000

7,000,000

6,000,000

ta5'000'000

卦 …伽
iS3 ,000,000

2,000,000

1,000,000

0

20e,OOO

16e,oeo

rm120・o。 。

8〔〕,ooo

40,000

o.7e

o

ユ3ユ4ユ5ユ6ユ718ヱ9202ユ22232425262728

年 度

図2-1浄 化 槽 設 置 基 数 の 推 移

181920212223242526

年 度

図2-2新 設浄 化槽 と転 換浄 化槽の 推移

o.65

嘔o、60

く

o.55

o.50

一●-5人 槽

+ア 人 槽

・噛 一lo人 槽

■

、

■ ■

止 ▲」「血 血
IIIIIIIII

■L

19192021 2223242526272呂

年 度

図2-3人 員 比の 年度別推移

理化する技術を開発することが可能でないかと考えられ

る。 これに関する既往研究では,単 独処理浄化槽の処理

水 と雑排水 を併せて処理する変則合併処理浄化槽が構造

指針5)に 適用 されていたが,新 たに設 ける処理装置が前

記 した嫌気 ろ床接触ばっ気方式 と同容量であるため,敷

地面積が広 く必要 となり,維 持管理 も2基 相 当分を実施

する必要があるため,ほ とんど普及 しなかった経緯があ

る。

そこで,本 研究では変則合併処理浄化槽 とは著 しく異

なる方法 として,既 設単独処理浄化槽の内部 を低コス ト

で,簡 易にし尿及び雑排水を併せて処理できる浄化槽 に

改造 し,BOD20mg/L以 下の処理性能を約1年 間にわた り



実証 した。また,同 時に単独処理浄化槽の後段 に膜分離

装置を付加 し,雑 排水 と併せて処理する変則合併処理浄

化槽 とした手法についても検討 した。

2.2実 験方法

2.2.1改 造案1

(1)実 証試験対象 とした既設浄化槽の概要

対象浄化槽は,新 潟県三条市に設置(平 成11年10.月)

されたNEOSB-7型 の単独処理浄化槽の7人 槽である。処

理方式は分離接触ばっ気方式であ り,現 在の実使用人員

は4人(人 員比0.57)で ある。本浄化槽は,定 期的に保

守点検及び清掃が実施されていた。

(2)単 独処理の合併化への改造方法

改造は,汚 水処理の基本原理である流入水中の固形物

の分離 ・貯留 を行い,そ の後,生 物膜によるBOD除 去で

処理す ることを踏襲 した。まず,既 設単独処理浄化槽の

汚水、汚泥を全量引き抜き,槽 内を洗浄 した。改造後の

断面図を図2-4に 示す。

図2-4既 設単 独処理 浄化槽 改造後 の断面 図

既設の単独処理浄化槽は,1次 処理装置として有効容

量0.93m3の 沈殿分離室が設 けられ、2.86日 分の滞留時間

で固形物を沈降分離する方式であるが,本 法では沈殿分

離室に写真2-1に 示す固液分離装置を流入 口に取 り付 け,

固液分離を促進 させた。T字 管下部の皿状のバ ッフル を

設けることにより,汚 水流入時の水流を分散 させ,沈 殿

分離室底部の堆積汚泥の撹乱を抑制することができ,流

入水中の固形物の沈降分離を進行 しやすい効果がある。

次に,固 液分離装置の下部付近 より口径100mmの 塩 ビ

製U字 型パイプで接触ばっ気室流入 口に接続 した。図2-4

に示す ように,皿 の下部にU字 型パイプを設けることに

より,沈 殿分離室内の中間水は流量を抑 えて2次 処理装

置の接触ばっ気室へ移送 されることになる。接続後,

流出口には写真2-2の キャップを取 り付け,通 常時は口

径5ま たは6mmの 孔から,ま た,時 間最大流入時には 口

径10mmの 孔から1次 処理水が流出するようにし,流量変

動を極力緩和 させた。改造後のプロワは,既 設の30L/分

を80L/分 に変更 した。なお,接 触ばっ気室内の改造は行

わず,改 造前 と同様、波板状接触材に生物膜が付着 し,

生物膜 によって汚濁物質 が吸着・分解除去 され る方法で

ある。これ らの改造により,各 単位装置の水理学的滞留

時間及びBOD容 積負荷は,表2-1の とお りとなった。

従来の水洗便所汚水に雑排水が加わるため,改 造前 よ

りも滞留時間は単位装置 によって1/3～1/2ま で短縮 さ

れ,BOD容 積負荷 も0.3kg/m3・ 日か ら0.53kg/m3・ 日となる。

しか し,現 在,新 設で多く設置されている小容量型浄化

槽 と比較 しても滞留時間は長 く,BOD容 積負荷も低 くな

っている。

建物からの浴室,台 所,洗 面所及び洗濯機か らの排水

口をすべて雑排水管に接続 し,最 終升で既設単独処理浄

化槽の流入水 と合流 させ,当 該浄化槽 に接続 し,供 用開

始 とした。,
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写真2-1固 液分 離装置

表2-1単 位装 置の滞 留時間 ・BOD容 積 負荷

項 目 改造前湘 改造後鯉 構造例示型噌 小容量型酬

処理方式 分離接触ばっ気
{単独処理)

分離接蝕ぱっ気
(合併処理〕

嫌気ろ床接触ばっ鉦

(合併処現)
接触ろ床方式
(合併処理)

総有効容量 1.41mヨ 1.41mヨ 4.16mヨ 2.07m3

滞 留 時間

1次 処理装置

2次 処理装置

配殿室〔沈殿梧・処理ホ槽)

2.66由y

2q6hr

11.Ohr

1.16day

9、Ohr

4.呂hr

1.64d自y

24.Ohr

7.9hr

O.92d自y

7、11hr

3.9hr

BOD容 積負荷 a3kg/mコ ・日 a53kg加 コ・日

凸

0.2kg〆rn・ 日

'

o朋kg〆m」 ・日

11人1曹 」 吐 ノ訴 ・日 〔ltth厘 所'E寸Ur1}讃 計1直 〔人 員 比1〔 〕

X22コ 吐 ノ人 ・日 斗人1更 馬 の 値

置r・1.11200L・'A.・ 日an設 言Tl直 「非 員 比10,

鰹4a宇 十'A栢 に わCt昌1≒ 望L…甲佳 置 漫VU,え 甜L理 疲 ■ ¢ 言登言十1直喝.4」目HIr1、{〒 ≒す.

(3)実 証試験方法

実証試験は、平成29年9.月 よ り30年7.月 にかけて実

施 した。改造工事及び雑配水用配管工事完了後,通 水試

験を行い,使 用開始 とした。また,接 触ばっ気室には,



SS30mg/L程 度 になるようにあらか じめ引き抜いた汚泥

を30L投 入 した。

調査項 目は,水 道使用量,接 触ばっ気室内DO,汚 泥蓄

積量 とした。処理水は,月1回 の頻度で洗濯排水が流入

する7時 か ら8時 の時間帯に採水を行い,BOD,T-Nを 測

定 した。これ らの測定は,下 水試験方法 に準 じた。試験

期間中の保守点検は,通 常の作業 と同様 に行い,と くに

簡易流量調整装置の閉塞の有無について重点をおいた。

また,試 験終了後には,接 触ばっ気室の逆洗を行い,槽

内のスカム及び汚泥を全量引き抜いた。

2.2.2改 造案2

富士市大淵のY宅 に設置 されている単独処理浄化槽

の後段にポンプ槽 と膜分離槽 を設置 した。ポンプ槽には,

既設単独処理浄化槽の処理水とこれまで未処理放流 され

ていた雑排水(台 所排水,風 呂及び洗濯排水,洗 面所排

水等)を 併せて貯留 し,ポ ンプで膜分離槽 に定量移送 さ

せ,精 密濾過膜でろ過後,処 理水 を放流 させた。工事完

了後,膜 分離槽にはMLSS濃 度1,500mg/Lに なるように活

性汚泥を投入 した。処理水の採取はH1回 の頻度で洗濯

排水が流入す る7時 か ら8時 の時間帯に行い,実 験室に

持ち帰 り,BOD,T-N及 びT-Pを 測定 した。同時に,膜 分

離装置の運転状況及び膜分離槽 内のMLSS濃 度 を調査 し

た。なお,既 設単独処理浄化槽は,(株)ク ボタU-7M型

の7人 槽であ り,実 使用人員は4人 である。Y宅 の既設

単独処理浄化槽 と新たに設けたポンプ槽及び膜分離槽の

配置は,図2-5の とお りである。膜分離槽内には,図2-6

に示す膜分離装置を水中に充填 した。流入水はスポ ット

採水であるが,お おむねBOD150～200mg/Lで あ り,膜 分

離槽におけるBOD容 積負荷は1.Okg/m3・ 日であった。

処理水のサ ンプリングは,1日1回,8時 ～9時 の流

入水量のピー ク時(主 として,洗 濯排水時)に 実施 した。

図2-5施 設 の見取 り図
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図2-6膜 分離装 置の外観

2.3実 験 結 果 並 び に 考 察

2.3.1既 設 単 独 処 理 浄 化 槽 の 内部 構 造 改 造 モ デ ル

(1)流 入 水 量

3.月 の 水 道 使 用 量 を 図2-7に 示 す 。0.6～1.Om3/日 で 日

平 均 汚 水 量 と して0.7m3/日 と判 断 で き,お お む ね原 単 位

200L/人 ・日の 水 道 使 用 量 で あ っ た 。 ま た,過 去 の2か 月

間 毎 の 水 道 使 用 量 か ら計 算 した 日平 均 汚 水 量 も0.7m3/日

で あ っ た た め,こ の 汚 水 量 か ら各 単位 装 置 の 水 理 学 的 滞

留 時 間 を 求 め た 。そ の 結 果,沈 殿 分 離 室 で1.33日(0.93

～1 .55日)、 接 触 ば っ気 室 で10.3時 間(7.20～12.0時 間),

沈 殿 室 で5.49時 間(3.84～6.40時 間)で あ り,表2-1

に示 した 改 造 時 の 設 計 条 件 とお お む ね 一 致 した 。 な お,

試 験 期 間 中,オ ー バ ー フ ロ ー の 痕 跡 は 認 め られ な か っ た。
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図2-7水 道使 用量 の 日間変 動

(2)BOD除 去

試 験 期 間 中 の 処 理 水BODを 図2-8に 示 す 。 現 場 で 確 認

した 透 視 度 は 常 に30cm以 上 で あ り,BODに つ い て は 若 干

の 変 動 は認 め られ る が,い ず れ も20mg/L以 下 で 維 持 され,

安 定 したBOD除 去 性 能 が発 揮 され た 。 試 料 採 取 時 のDO

は,0.5～4.Omg/Lで あ り,洗 濯 排 水 流 入 時 に はOmg/L付

近 ま で 低 下 す る傾 向 で あ っ た が,底 部 に堆 積 した 汚 泥 の

流 出 は 認 め られ な か っ た 。

こ の よ うに,流 量 が 簡 易 な が ら も コ ン ト ロー ル で き,

プ ロ ワ も30L/分 か ら80L/分 に変 更 した こ と に よ り,十 分

なBOD除 去 が 得 られ た と考 え られ る。な お,試 験 期 間 中,

簡 易 流 量 コ ン トロー ル 装 置 に設 け られ て い る 孔 の 閉 塞 は



発生 しなかったが,孔 径の小さい箇所には生物膜の付着

によって孔が閉塞す るおそれもあるため,保 守点検時に

はその都度掃除を行 う必要がある。

40

ミ30

ピ 、。

§
10

0

0

`

●
冒

● ● ●
●

●

●
●

●
●

●

1 1

●

1

100200

経過日数

図2-8処 理水BODの 経 日変化
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(3)汚 泥量の推移

試験期 間中の沈殿分離室内のスカム及び汚泥 の蓄積

状況を図2-9に 示す。底部汚泥は,徐 々に厚 くな り,試

験終了時の289日 目では40cmに 達 し,有 効水深の約1/3

まで蓄積 された。59～65日 目に若干汚泥の堆積厚が減少

したが,圧 密現象が生 じたと考えられる。一方,ス カム

は試験開始40日 目か ら発生 し,終了時には沈殿分離室の

水面全体に浮上した。この現象は,安 定な固液分離機能

と底部の堆積汚泥の嫌気性分解が進行 したことを示 して

お り,新 たに設 けた固液分離装置の分離機能が良好に発

揮されたためと判断できる。また,試 験開始300日 目に

接触ばっ気室に充填 されている接触材の閉塞が確認 され,

浮遊汚汚も多 く認められたことから,逆 洗を実施 した。

その槽内SSは6,000mg/Lで あ り,各単位装置の槽内汚泥

及びスカム等 の全量引き抜きを実施 した。本試験では

300日 目に逆洗を行ったが,逆 洗作業は接触ばっ気法 を

適用 した浄化槽では,通 常の作業内容にも含まれてお り,

実用化 された際にも,こ の作業は必須 と考える。
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図2-9沈 殿 分離室 のス カム及 び汚泥 の堆積状 況
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2.3.2既 設単独処理浄化槽に膜分離装置 を付加 したモ

デル

処理水質は、図2-10に 示すよ うに運転開始か ら1か

H程 度はやや不安定であったが,BODは 良好であ り,試

験 開始 か ら10mg/L以 下 を維持 し,31日 目か らは

COD10mg/L及 びBOD5mg/L以 下の清澄な処理水が得 られた

なお,T-N及 びT-Pの 除去性能は,発 揮 されなかった。(図

2-11)ま た,膜 分離槽内のMLSS濃 度は,図2-12に 示す

よ うに時間の経過 とともに増加する傾 向が認 められた。

膜分離槽 内のMLSS濃 度の推移から汚泥増殖速度を算

出す ると,0.0136mg/mg・ 日であ り,従 来の活性汚泥法6)

よりも低い状況であったが,そ の要因は水洗便所汚水が

既設単独処理浄化槽によりし尿 由来のBOD量 の65%程 度

が除去 されてお り,実 使用人員が4人 であったことや膜

分離槽内の汚水滞留時間が適正に確保 されていたことに

起因すると考えられる。

以上のことよ り,既 設単独処理浄化槽の処理水 と雑排

水を併せて膜分離装置に通水 し,吸 引ろ過法でろ過する

ことによって,良 好な処理水質が得 られ,新 規に合併処

理浄化槽に置き換 えた場合の処理性能 と比較 して同等以

上の性能が発揮 された。富士市の世帯当た りの居住人員

を調査 した結果7)で は,浄 化槽整備区域における全世帯

の58%が2人 以下であることか ら,本 手法は有効な手段

とい え る。
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3.官 民連携・公的管理を前提とした生活排水処理の効率

的な整備・運営手法の検討

3.1は じめに

本研究では,官 民連携 ・公的管理を前提として,中 長

期の個人 ・行政による費用負担が緩和 される整備 ・管理

の形態について検討を行い,み な し浄化槽の早期転換手

法と,今 後の整備促進 に向けた課題(財 政面、政策面)

を整理することとしている。

このため,人 口減少社会における生活排水処理イ ンフ

ラ改革 をテーマ とす る公開研究会 を開催 し,公 共下水

道 ・浄化槽整備の進捗状況や公共下水道から個別処理で

ある浄化槽整備への事例等をもとに,整 備・転換の促進 に

向けた政策的課題等について議論を行った。

3.2生 活排水処理インフラの整備・転換の促進に向けた

政策的課題等についての検討

3.2.1パ ネルディスカッションの実施

我が国にお ける人 口減少はいよいよ本格化 ・顕在化 し,

市町村の存続可能性について深刻な議論がな されてい る。

今後一斉に押 し寄せ るインフラ更新需要への対応に着手

する必要がある。状況の変化 を勘案 した見直 し ・判断が

行われなければな らない。これまでの生活排水処理では,

下水道が大きな役割を果たしてきたが,今 後は,下 水道 ・

集落排水 ・浄化槽等を含めた選択 ・連携 も重要になる。

このため,次 世代の持続可能な生活排水処理について

今後の展望を共有 し,様 々な角度か らのディスカッシ ョ

ンを行 うため,北 海道大学(札 幌市)で 「人 口減少社会

における生活排水処理インフラ改革」をテーマ とするパ

ネルデ ィスカッションを実施 した。なお,パ ネルデ ィス

カッシ ョンは,2017年11月10日 に北海道大学で開催 さ

れた 「第25回 衛生工学シンポジウム」における企画セ

ッションとして開催 した。

○ 日時:

○会 場=

表3-1パ ネル デ ィス カ ッシ ョンの概 要

○ タイ トル:

0.

2017年11月10日

北海 道大学 工学部 フロンテ ィア応用 科学研 究棟

「人 口減少社 会 におけ る生活排 水処理 イ ンフラ改革 」(「第25回

衛生 工学 シンポ ジウム」《企 画セ ッシ ョン1》(主 催:衛 生工学

シンポジ ウム実行 委員会)、2017年 度 第2回 公共 政策学 研究会(共

催=HOPS研 究会)と して開催)

○来場者数=106名(一 般(行 政、事業者、市民等)、研究者、学生等)

○講 演者(パ ネ リス ト):

・喜多村 悦 史(東 京福祉 大学 副学長 、元厚生 省浄化槽 対策 室長)

・竹 内 正 志(株 式会 社西原 環境 、前 日本 下水道 事業 団北海道 総合

事務所 所長 、元北海 道庁公 園下水道 担 当課 長)

・小川 浩(常 葉 大学社 会環境 学部)

○司会:倉 谷 英和(北 海 道大 学公共政 策大学 院)

3.2.2デ ィスカッシ ョンの概要

(1)背 景と課題

・生活排水処理の種類、普及の現状等について 【倉

谷】

わが国の社会の現状 と今後の推移 としては,不 可逆な

人 口減少が進行 してお り,人 口移動が収束 しない場合,

このままでは"消 滅"自 治体 も出ると指摘 された。わが

国では,納 税者が減 り続 け,一 般会計における歳出 ・歳

入の状況や社会保障関係費の増加 と税収の減少が見込ま

れ,後 代世代に過酷な借金依存財政 となっている。一方

で,道 路や下水道等の公共インフラは,老 朽化が進み,

一斉 にイ ンフラ更新需要押 し寄せることが見込まれ る
。

・生活排水処理が直面する課題、改革の必要性につい

て 【喜多村】

集合処理は,人 口密集地に限 り効率的であって,そ れ

以外の地域では非効率である。 しかし,わ が国の生活排

水処理イ ンフラは,集 合処理に比重が偏ってお り,下 水

道がそ もそも供給超過 となっている8)・9)。

下水道の整備には多額の費用が必要で,運 営において

も,公 費で使用料が軽減されているのが現状である10)。

人 口減少地域における集合処理は,1人 当た りのコス ト

が高くなるが,本 来下水道の利用が増 え,浄 化槽の利用

が減 るのが現状 となる。

持続可能で リーズナブルな生活排水インフラをつ く

るためには,将 来的には,国 の財布は頼みにできず,使

用料収入でまかな う必要がある。このため,浄 化槽の汚

水処理費用 を基準として,「撤退戦」も視野に,下 水道を

整備 ・更新が可能かを考 えるべきである。

浄化槽が 「第一選択」となるためには,行 政のチェッ



クのもと,清 掃,保 守点検,法 定検査をパッケージ化,

維持管理の一元化による利用者の負担軽減,違 反事案 に

対する法律に則 った対応の徹底、民間事業者/業 界団体

や,行 政の双方で、「縦割 り」を排 した一元的な生活排水

処理システムの最適化の実現が課題 となる。また,下 水

道区域外では,合 併浄化槽 を必置化,既 存建物には柔軟

対応,既 設単独処理浄化槽は合併型への転換を義務づけ,

撤去費用は全額補助(法 改正、予算措置)な ど思い切っ

た措置が必要である。

(2)こ れまでの取組み事例

・北海道での生活排水施設整備 と下水道整備の事例に

ついて 【竹内】

北海道では下水道はほぼ概成 してお り,未 普及の解消

に向けては,今 後は計画区域 における浄化槽整備 をスピ

ー ドアップ してい くことが課題 である。

浄化槽 は個人の設置管理に任せ ると整備 のスピー ド

が遅 く,維 持管理も不十分な場合があるので,自 治体が

関与 して設置 と管理を事業 として行 うことで,下 水道 と

同様の管理の担保性を持たせ ることが可能な市町村設置

管理型の浄化槽事業が望まれ る。

下水道事業 と市町村設置型の浄化槽事業を両方実施

している自治体は,下 水道部局で担当している例が多く,

執行体制の面で効率的であり,道 内で も下水部局 と集落

排水,浄 化槽部局の連携を進 めている。下水道 と浄化槽

の連携事例 として,浄 化槽から発生する汚泥の処理に,

下水道施設の汚泥処理機i能を一部利用す るMICS事 業は

今後も有望 と考えられる。

長期的観点 としては,下 水道で整備 された区域を浄化

槽 に置き換えてい く方法があるが,そ の場合は下水道 と

して財産処分 としての国費返納などが課題 となるため,

それに対するセーフティーネ ッ トのようなものが整理 さ

れない限 り市町村 としては対応 が難 しい。

・生活排水処理施設整備計画見直 しや浄化槽整備の事

例について 【小川】

地方 自治体の財政逼迫による行政サー ビスの低下の

懸念,人 口減少や高齢化による受益者負担能力の低下を

背景 として,汚 水処理の効率化が必要 となってお り,未

整備区域の計画変更が有力な手段の一つ となる。下水道

においては,① 下水道のよる面整備の計画 と実績 との乖

離,② 都市部中心の面整備が郊外に移ることによる整備

効率の低下,③ 下水道の老朽化対策に伴 う支出増に対 し

て使用料収入の減少 といった課題がある。規模の小さい

特環公共下水道や農業集落排水施設では,事 業費が高額

となる傾向がある。兵庫県市川町の例では,特 環公共下

水道整備予定区域 において,集 合処理及び個別処理(整

備期間;10年 間と仮定)の 試算を行 うと,個 別処理(浄

化槽整備)へ の計画見直 しが妥当と判断 された。

平成13年 に単独処理(み なし)浄 化槽の新設が禁止

された以降,み な し浄化槽 は一40%と 減少 しているが,

下水道への接続分が1.3%/年,合 併処理浄化槽への転換

分が0.3%/年 であり,30年 後においても170万 基が残存

することが見込まれる。今後の転換促進 のためには,既

設単独処理浄化槽を活用 した簡易な合併処理浄化槽化の

手法 も有効な単独転換手法の一つ となる。今後の課題 と

しては,こ のようなシステムを補助金の対象 として設置

の支援を行 うこと等によ り,単 独処理浄化槽の合併処理

浄化槽への転換を促進す るとともに,集 合処理区域か ら

個別処理区域への転換,民 間手法による浄化槽一括整備

事業の適用等による浄化槽 システムの新たな展開を図る

ことが必要である。

(3)デ ィスカッシ ョンと,こ れからの生活排水の取組

みについてのまとめ

今後 さらに,下 水道 と浄化槽が,適 切な役割分担で整

備を進 め,そ れぞれの役割 を果たす とともに,下 水道 と

浄化槽 の連携 をよ り一層進 めることが必要である。

また,1200万 人 もの未普及地域を解消するためには,

下水道(整 備 ・更新コス ト)、浄化槽(整 備 ・維持管理の

体制な ど)の それぞれの課題を乗 り越えて普及を進める

ことが必要であるが,さ らに,下 水道 ・浄化槽の枠を超

えた,国 をあげた取組み ・提言が求め られ る。

このため,生 活排水の直面す る課題(社 会の変化(人

口減少、集落縮小),水 環境の変化(水 質、災害),行 政 ・

事業者の予算 ・体制 ・人材 の確保)及 び下水道 ・集落排

水 ・浄化槽の各施設 に期待 され る役割を踏まえ,地 域の

条件(環 境(地 形、人 口、集落)や 地域の資源(行 政 ・

事業者の体制、資金、既存のインフラ・設備)を どう生か

すか)に 応 じた方式の選択が重要 と考えられ る。

3.2.3ヒ アリング及びアンケー ト調査

浄化槽整備 を促進 するための課題を明 らか にするた

め,平 成29年12月 に合併処理浄化槽 による生活排水処

理施設整備を進めている静岡県富士市において,ヒ ア リ

ング及びアンケー ト調査を行い,そ の結果 を集計 ・解析 し,

住民のニーズや行政に対す る課題 を整理 した。

アンケー ト調査では,単 独処理浄化槽設置後,現 在ま

で使用 している市内の住民100世 帯を対象に調査票を送

付 し,回収 した。調査項 目は表3-2に 示す とお りであ り,

回収件数は41件(回 収率:41%)で あった。回答者の年

齢構成 は,60歳 代以上が73%で,高 齢者世帯が多 くを占

めていた。

回答者の意見の概要 としては,合 併処理浄化槽に理解

を示すものとして,① 処理性能は良 く,快 適な生活環境

が得 られる(66%),② 地震に強い(30%)。 転換に踏み

切れない要因として,③ 設置費及び維持管理費が単独処

理浄化槽 と比較 して高額である(58%),④ 必ず しも合併



表3-2ア ン ケ ー ト調 査 項 目

浄化槽の脹置及び維持管理に閥す喬以下の項目について、あなたの考えをお聞か世ください。

ほ　ヨニのロ　　り　　　　のマ　ク をまりっぶしてこロヨ くださいロ

:舶 〒一クe:正 し」'劇 つ・S"L/=不+fi';tau'),S;L

記述式の回答は、回答欄からはみ出さないように記入 して ください。

この用紙は機棚で処理 します。回答欄以外に書 き込みをしたり、用紐を汚したり、折り目を付けたりしないよ
うに注意してくださL㌔

Cl)[択 一認担謳問】品なたの年齢奄マークしてくだ言い。七
10歳f℃-30歳 代 七30歳刊己40歳 代

50歳僅70歯 代Bota代 以上

50歳代

(言)[設 問グループ1合 併冊理漁化槽{ト イレ・ftpfi・お風呂など奪庭から出筍排水すべてを処哩する訓 ヒ槽}の イメージ
にっいてお伺Vし ます.以 下の各項口についT、hな たtiPtじている昔桝処理浄化槽のイメージにどれくらい当てはま
bかS答 えく疋さい。 〔各項目、1,ず つマーク}

1廻 理性能 〔木質)むt良い

三 悪臭・宮虫の尭生雌少ない

3設 置費用が安い

4雅 持晋理賢用ゐ{虫L、

5設 置スペース掛小さい

轄 短朋間で謡置可能

〒 卉炉静か`う 筍さくない〕

8地 震などの斑害に強い

一 銘・・ 繧 象 ・催 帥・・一

〔引[学 一選択誼問】富士市では合憐兜」理津化槽の設置や碓持管理k射Lて 補助金を交吋Lて いますff、あなたtt;Oよ
うな制度を利用して現在の単独処埋睡化槽やく弗敗り便槽から含併迅埋浄化槽に習えたいと思いますか。以 トの項目か
ぬ おおう　ぎモドらヘナぬおト　コゆエアどナざゴれ 　　コドか　みモ

[5)[裡 融置択設問】(;}で 「いいえ」と回答Lた ゐのhむ 答えく麗さい。あなたが合併蛆哩摩化槽に転撫 したいと感じな
い埋由は次のうちどれです古㌔撫の中赴ら当てはまるものをすべて膿んでくだ志い。{榿 甦回答P])

すでに水洗便所が舐置謹れてい壱から 詮直員用が高いから

離持管理費用削高いから 設置スベースがないから

↑申期圓中不使に抱易から 謹芦韮者がわからないから

高齢世帯だから 近いうちに引逓Lや 建芭えの予定があ5か ら

現状に小滴を感じていないから 詳 しいことがわからない掛ら

モ①他
(}

処理浄化槽への転換を希望 していない(35%),⑤ すでに

トイ レの水洗化が済んでいる(20%),⑥ 現状に不満を感

じていない(25%)と いった回答があった。

ヒア リングでは,市 民を対象 とした浄化槽講座におい

て,参 加者20人 を対象 に聞き取 り調査を行 った ところ,

補助金制度 ・金銭的負担についての意見,浄 化槽に対 し

ての質問 ・意見等があ り,補 助金 申請方法や浄化槽の処

理機能,処 理性能について回答 した。また,下 水道につ

いては理解 されているが,合 併処理浄化槽の認知度は低

く,既 設単独処理浄化槽使用者 の意識改革 も行 う必要が

あると判断できた。なお,地 域住民に対 して浄化槽に関

する知識 を提供する機会 も多くす ることが必要 と考えら

れる。

3.2.4課 題と考察

(1)今 後の方向性

・集合処理の既整備地域

隣接す る集合処理の接続による事業の統廃合 ・広域化や

MICS事 業による汚泥処理施設の共用化 ・集約化など,事

業運営(ソ フ ト面)と 施設(ハ ー ド面)の 両面での効率

化が有力な選択肢 となる。

・集合処理の未整備地区

集合処理が未整備 で整備 に長期間かかると見込まれる場

合,計 画を見直し,集 合処理か ら個別処理 に転換するこ

とも選択肢 となるが,そ の際は,市 町設置型等の浄化槽

事業への切 り替えが望まれる。

・浄化槽

自治体が関与 して設置 と管理を事業 として行い,下 水道

と同様の管理を担保することが可能な市町村設置管理型

の浄化槽事業が望まれる。

・管理の一元化、ワンス トップ化

下水道 ・集落排水 ・浄化槽 の担当部局の一元化と官民連

携により,事 業運営(経 営)の 効率化,管 理体制(組 織 ・

人材 ・技術)の 確保 ・継承にも有効 と考えられる。

(2)今 後必要 となる取 り組みと制度的な課題

・下水道の継続的な維持 ・運営

インフラ更新需要に対応するとともに,将 来的に自主財

源(使 用料収入)で 運営 をまかな うことが必要。

長期的観点 として,将 来的に維持が困難 となる場合,下

水道で整備 された区域を浄化槽に置き換えていく方法が

あるが,そ の場合は下水道 としての財産処分,国 費返納

のルール整備や下水道事業 と浄化槽事業の一体的な運営

の仕組みなども課題 となる。

・浄化槽の維持管理の向上

個人設置の浄化槽について維持管理の徹底が必要。 この

ため,不 適正事案に対す る行政の指導の強化に加え,維

持管理(清 掃、保守点検、法定検査)の パ ッケージ化 ・

一元化による利用者の負担軽減(維 持管理組織
、契約 ・

料金収受のワンス トップ化)も 有効であ り,市 町村管理

又は維持管理組織の設置 を原則 とするな どの制度的な対

応 も課題 となる。

・単独処理浄化槽の転換促進

既設単独処理浄化槽を活用 した簡易な合併処理浄化槽化

の手法も有効であ り,合 併化手法の確立 とともに,性 能

評価方法や補助制度上の位置づけの明確化が課題 となる。

さらなる転換促進のためには,健 全な水循環保全等の観

点から,既 設単独処理浄化槽は期限を切って合併処理浄

化槽への転換を浄化槽法の改正によって義務づけること

や,と くに,早 期の転換が求められる区域においては,

撤去費用は全額補助(法 改正、予算措置)す るなどの措

置の実施 も課題 となる。

・地域づ くりのための重点的投資の推進 による生活排水

処理の向上

下水道 ・集落排水 ・浄化槽を、施設の維持管理の一元化 ・

一体化を前提 として
,「良好な水環境 を創出する、公共的

な住宅ス トック ・都市イ ンフラ」 とい う視点か ら捉えた

重点的 ・積極的な官民による投資が求められ る。

このため,例 えば,コ ンパク トで災害に強いまちづ くり

などの観点で市街地中心部 ・集住地区において耐震化 ・

太陽光蓄電化などとセ ッ トで生活排水処理の改善を集 中

的に進める施策や福祉 ・定住 ・雇用施策な どと連携 した住

宅等の改善の一環 として生活排水処理の改善を図るな ど

の様々な地域づ くり施策 と連携 した 自治体の重点的な取



り組みの実施 も課題 となる。 また,上 記の各施策の実施

にあたっては,住 民の理解 ・協力 を得るための周知 ・意

見交換の機会づくりが重要 となる。

3.3

3.3.1

の 概 要

市 川 町 は,兵 庫 県 の

中央 か らや や 南 西 に位

置 し,北 は 神 河 町,南

は 福 崎 町 と 隣接 し て お

り(図3-1),面 積82.67

平 方 キ ロ メー トル,東

西 約13キ ロ メ ー トル,

南 北 約10キ ロ メ ー ト

ル の 広 さで あ る。 町 の

ほ ぼ 中 央 を南 北 に流 れ

る市 川 を 中心 に 開 け,

古 く か ら,播 磨 富 士 の

集合処理及び個別処理における経済性評価

兵庫県市川町

名 で 知 られ る 笠 形 山(標

高939m)が 町 の 北 東 部 に

位 置 し,

どが あ る11)。

岡

山

鷹 敢

＼

香川

＼
～ へ 加 ロ ＼

市川町

》舘

市

大

販

1し 〆-v"""'〉

和 験 山

図3-1市 川町の 位置

山麓には長い歴史 を伝える笠形神社や笠形寺な

1955年 に4ケ 村 が 合 併 し,現 在 の市 川 町 とな り,そ の

後 人 口増 加 が続 き,1985年 に は15,354人 とな っ た 。 し

か し,1985年 以 降 は,少 子 高 齢 化 の進 行 も あ り,自 然 動

態,社 会 動 態 が マ イ ナ ス 傾 向 を 示 し,2010年 に は13,288

人 と な り,2015年10月 の 国 勢 調 査 で は12,311人(速 報

値)と な っ て い る。

市 川 町 人 ロ ビ ジ ョ ン(国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究

所)の 推 計 に よ る と,10年 後 の2025年 に は 市 川 町 の 人

口 は10,876人,45年 後 の2060年 に は5,644人 に な る と

推 計 され て い る。

これ ま で,筆 者 らは 健 全 な 水 循 環 と豊 か な水 環 境 の創

成 を 目的 に,法 的 ・制 度 的 及 び 技 術 的 観 点 か らみ た 生 活

排 水 処 理 シ ス テ ム の 政 策 論 的 な ア プ ロー チ か ら,複 雑 な

シ ス テ ム 体 系 に 対 す る新 た な 提 言 を 行 っ て き た。 ま た,

2014年1.月 に は 国 土 交 通 省 、農 林 水 産 省 及 び 環 境 省 よ り,

「持 続 的 な 汚 水 処 理 シ ス テ ム 構 築 に 向 け た都 道 府 県 構 想

マ ニ ュ ア ル 」12)が 通 知 され,時 間 軸 を考 慮 した 生 活 排 水

処 理 施 設 整 備 を促 進 す る こ とが 求 め られ て い る。

そ の よ うな 背 景 を 踏 ま え て,本 研 究 で は 兵 庫 県 市 川 町

の 特 別 環 境 保 全 公 共 下 水 道(以 下 、 特 環 下 水 道 とい う。)

未 整 備 地 区 を研 究 対 象 モ デ ル と し,集 合 処 理 及 び 個 別 処

理 の 経 済 性 評 価 を行 っ た 。

3.3.2市 川町生活排水処理施設整備の概要

市川町では,特 環下水道(中 部処理区1地 区),農 業

集落排水施設(6地 区),コ ミュニティプラン ト(2地 区)

が整備 され,そ の他の地区は浄化槽が設置 されている。

これ らの施設により,2015年3.月 末現在の汚水処理人 口

普及率が50.5%と なっている。未整備人 口の内訳は,単

独処理浄化槽人 口635人,汲 み取 り便所人 口5,641人 で

あ り,約90%が 汲み取 り便所人 口とな り,早 期の水洗化

及び雑排水対策が求められている。

現在,西 川辺,東 川辺,西 田中,北 田中,上 田中,保

喜,下 瀬加の7地 区を南部処理 区として,中 部処理区同

様に特環下水道計画が立案 されている。 しかし,人 口減

少や財政難 によ り既計画の有効性の可否に関する検討が

必要となっている。そ こで,今 後整備が予定されている

南部処理区を本研究のモデル地区とした。

3.3.3調 査手法

集合処理すなわち特環下水道で整備する場合,建 設費

は対象区域 内に終末処理場,各 建築物か ら終末処理場ま

での管渠布設をそれぞれ建設す る費用 を計上した。維持

管理費は,終 末処理場及び管渠に係 る費用を計上 した。

建設費のなかで最も多くを占める管渠については,そ

の総延長距離が必要 となるためGISを 活用 した集合処理

施設管路距離試算 システム6)を 用いて試算 した。 このシ

ステムは,ゼ ンリン地図電子版 にGIS機 能を付加 させ,

集合処理 とする対象エ リアを囲む と,そ の範囲内の各建

築物か ら道路を経由し,終 末処理場までの管路の総延長

距離 を算定するツールである。建築物から直近の道路へ

の線分を求め,条 件設定によ り最短距離を算出す ること

が可能である。なお,個 別処理で整備する場合は,す べ

て5人 槽の浄化槽 とした。

モデル区内に浄化槽が設置 されている場合 には,既 設

浄化槽分を除 く設置基数 として建設費 を計上し,維 持管

理費は既設分も含 めた。

人口減少について も考慮す ることとし,そ れぞれの事

業費試算の単価を表3-3の とお りとした。なお,筆 者

ら13)の検討において,費 用関数 による試算では必ず しも

実態に合わない可能性があることから,終 末処理場の建

設費を除く費用は,す べて実績値を用いた。

表3-3集 合処 理及 び個 別処理 の試算 をす るた めの基本諸 元

建設費 特環下水道 浄化槽 瑠境省補助基準額

管渠 90万 円m 一

837万 円 基ポンプ場 一 一

処理場 浄化槽 37,671万 円 60万 円 基

維持管理費

管渠 2838円m・ 年 一 65万 円 基

市川町実績
保守点検 滑掃料金 」4万円 年、
11条検査料金5700円 回、
電力費12700円 年

ホンフ場 一 一

処理場・浄化槽 3070円 ㎡ 年 52万 円 基 ・年

※対象地区内の中継ホンプは不要とし、下水処理場はOD法 、建設費は費用関数、維持管理費は実
績値により試算する.浄 化槽は5人 槽とする



3.3.4調 査 結 果

2014年 度 末 現 在 の 市 川 町 の人 口 は,12,675人 で あ り,

世 帯 数 は4,914で あ る。町 内 の 汚 水 処 理 形 態 別 人 口 は複

数 以 上 の 事 業 が 行 わ れ て お り,そ の 内 訳 は,特 環 公 共 下

水 道 が1,849人 の14.6%,農 業 集 落 排 水 施 設 が1,765

人 の13.9%,コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ン トが1,195人 の9.4%,

浄 化 槽 が1,590人 の12.5%と な っ て い る。未 整 備 人 口は

6,276人 で あ る が,そ の うち5,641人 は 汲 み 取 り便 所,

635人 が 単 独 処 理 浄 化 槽 人 口 と な っ て い るた め,未 整 備

人 口 の90%は 非 水 洗 化 人 口で あ っ た 。

モ デ ル 地 区 に つ い て 現 地 踏 査 を行 っ た と こ ろ,旧 家 屋

が 多 く,汲 み 取 り便 所 で あ り,敷 地 も狭 い 住 宅 も認 め ら

れ た 。 地 区 内 の 道 路 幅 は 狭 い が,バ キ ュ ー ム 車 の 進 入 に

は 支 障 は な く,水 路 が 多 く整 備 され て い るた め,放 流 先

の 確 保 は 十 分 あ る と判 断 され た 。

モ デ ル 地 区 内 の1,221世 帯 に対 して,個 別 処 理 の検 討

で は 浄 化 槽597基 を整 備 済 み と して 扱 い,624世 帯 に は

新 規 に 浄 化 槽 を 設 置 す る こ と と した 。624世 帯 の 内訳 は,

単 独 処 理 浄 化 槽 が126基,く み 取 り便 所 が498件 で あ り,

モ デ ル 地 区 内 の 世 帯 の41%が くみ 取 り便 所 住 宅 で あ っ

た 。 そ こで,モ デ ル 地 区 内 の 人 口や 世 帯 数 を現 状 の ま ま

推 移 す る と仮 定 し,集 合 処 理 す な わ ち特 環 下 水 道 整 備 を

実 施 した 場 合 と浄 化 槽 に よ る個 別 処 理 に転 換 した 場 合 を

比 較 した 。

建 設 費 で は,21億9,000万 円 と な り,そ の うち 建 設 費

総 額 の83%に 相 当 す る18億1,400万 円 が 管 路 の 布 設 費

用 が 占 め て い る。 浄 化 槽 で は 既 設 の 浄 化 槽597基 を活 用

し,新 規 に624基 を 設 置 す る費 用 と し て3億7,400万 円

とな っ た 。 維 持 管 理 費 で は,特 環 下 水 道 が7,660万 円/

年,浄 化 槽 が既 設 分 も含 め て6,350万 円/年 とな っ た 。

これ ら につ い て,50年 間 に お け る総 事 業 費 で 比 較 す る

と,特 環 下 水 道 が60億2,000万 円,浄 化 槽 が35億5,000

万 円 とな り,浄 化 槽 が 特 環 下 水 道 の58.9%に 相 当 す る 費

用 と な っ た 。

次 に,人 口減 少 を 考 慮 し,5年 毎 に30年 間 で 整 備 す

る と仮 定 した試 算 を行 っ た 。 な お,管 路,処 理 施 設 及 び

浄 化 槽 設 置 の整 備 は10年 間 で 完 了 す る こ と と し た。ま た,

モ デ ル 地 区 内 の 人 口は,事 業 開 始 時 の3,163人 か ら2065

年 に は1,971人 ま で減 少 す る と予 測 され て い る が,世 帯

数 は 変 化 し な い扱 い と した 。

特 環 下 水 道 及 び 浄 化 槽 整 備 に よ る50年 間 で 試 算 した

結 果 を 表3-4に 示 す 。

特 環 下 水 道 に よ る整 備 で は,10年 間 で 処 理 場 及 び 管 路

布 設 が 完 了 し,建 設 費 は 総 額21億9,000万 円 に な る 。維

持 管 理 費 は 人 口減 少 に 伴 い 発 生 汚 水 量 も減 少 す る こ とか

ら,処 理 場 の50年 間 に お け る維 持 管 理 費 は30億3,000

万 円 とな る。

一 方
,浄 化 槽 で は10年 間 で624基 を 新 設 す る必 要 が

あ り,建 設 費 の総 額 は3億7,400万 円 と な る 。 維 持 管 理

費 は 世 帯 数 が 一 定 の た め,既 設 分 も含 め て30億9,000

万 円 と な る 。 浄 化 槽 の維 持 管 理 費 にお い て は,1基 当 た

りの 費 用 で積 算 して い る た め,集 合 処 理 の よ うな ス ケ ー

ル メ リ ッ トが 得 られ な い こ とか ら,区 域 内 を ま とめ て 維

持 管 理 契 約 す る 際 に 考 慮 され る こ とが 望 ま しい 。

50年 間 の 総 事 業 費 で 比 較 す る と,特 環 下 水 道 が52億

2,000万 円 に 対 し,浄 化 槽 は34億6,500万 円 とな る。す

な わ ち,特 環 下 水 道 に よ る 事 業 費 の66%相 当 で 整 備 可 能

とな る た め,浄 化 槽 事 業 へ の変 更 が経 済 的 に 有 利 とな っ

た。 さ らに,起 債 償 還 金 や 交 付 税 措 置 を含 む 収 支 は,特

環 下 水 道 で は 起 債 償 還 終 了 時 ま で の総 額 が37億4,900

万 円 と な る 。 ま た,浄 化 槽 で は 市 町村 設 置 型 を導 入 した

場 合 に は,総 額31億8,900万 円 とな り,個 人 設 置 型 で は

起 債 償 還 を 伴 わ な い た め,さ ら に減 額 とな り,30億5,600

万 円 と な り,さ らに 有 利 とな る。な お,浄 化 槽 事 業 で は 、

既 設 の 単 独 処 理 浄 化 槽126基 分 の 撤 去 及 び処 分 費 用 と し

て,約1,100万 円 が 別 途 必 要 に な る。

表3-4特 環下水 道及 び浄 化槽 によ る事 業費 の予測

単位 万円

年度 軽過年凱
特環下水道

蓮設費 維持管理費 結事業費
管響 価琿塙 '1、計 管5 楓琿塙 '1旧

罰15 D 工〕D OD DD D工 〕 o口 OD [〕{〕

罰2工〕 5 9{〕D口{〕D 3丁5丁10 枢7田1D 1419工 〕 詔 聞70 3522旺D 1旺 冊7{〕

罰25 1D 91404D OD 91404D 2田D1 麗2494 351{〕 野5 1囲5135

ユ03工 〕 15 工〕D oo D{〕 21珊[〕1 5[〕1丁591 厨1馴 臼2 331馴9ユ

ユ035 ユo 工〕D oo D{〕 21珊[〕1 四13坊o 詑11冊1 3211臼51

罰4工〕 25 工〕D {〕D D{〕 2田01 Z79801 訓〕日402 30日402

ユ[〕45 30 工〕[〕 o[〕 [川〕 21恥[〕1 囲1冊15 四15515 四15引5

ユ[〕50 35 工〕[〕 o[〕 [川〕 21恥[〕1 15145巳9 田131雪O お1319{〕

ユ[〕55 40 工〕[〕 o[〕 [川〕 21恥[〕1 141ユ 麗3 ユTI1414 凹11424

ユ[〕50 45 工〕[〕 o[〕 [川〕 21恥[〕1 お1161巳 坊IDユ19 囲1{〕 呈19

罰師 岡 oo oo oo 21団01 窪210団O 2斗194嘔1 Z419斗 巳1

田年間O台 計 柵1140斗O 371巳710 21910750 即11弱 撃 2丁51日122 訓泥197窪1 駆210斗71

単位 万円

年度 軽過年顎
浄化槽

建設費 維持管理畳 絆事業費

沁15 D oo oo oo

皇o皇o 5 1810000 船.並 皇o 41.詑 皇O

ユ〇二5 10 1914400 31.7450 51.1鵠O

皇o論 「5 oo 31.7450 き1.フ46廿

⑳ き5 皇o oo 91.7450 き1.745D

二D40 =5 oo 31.7450 31.ア ヰ50

加45 沁 oo 31.7460 き1.フ460

⑳50 語 oo き1.7450 き1.7450

⑳55 佃 oo 31.7450 31.7450

皇060 45 oo 言1.7450 31.7460

二〇55 50 oo 31.7450 31.ア450

50年 間の吉計 き714400 舘9.臼350 346.47白 廿

4.ま とめ

本研究は,快 適な住環境を住宅設備でなく,ト イレの

先の水環境保全に視点をおいたものである。快適な トイ

レ環境は言 うまでもないが,そ の先の汚水処理システム



のあり方や水環境の水質保全も充実させてい くことが必

要であるとことか らも本研究の意義があると考えられ,

以下のことを明らかに した。

① 既設単独処理浄化槽の内部構造を一部改造す ること

によって,し 尿及び雑排水を併せて処理することが

可能 と判断 された。

② 既設単独処理浄化槽の処理水 と雑排水 を併せて膜分

離装置に通水 し,吸 引ろ過法でろ過す ることによっ

て,良 好な処理水質が得 られ,新 規に合併処理浄化

槽に置き換えた場合の処理性能 と比較 して同等以上

の性能が発揮 された。

③ 生活排水処理計画を見直 し,集 合処理か ら個別処理

に転換することも選択肢 となるが,そ の際は,市 町

設置型等の浄化槽事業への切 り替えが望まれ る。ま

た、管理の一元化、ワンス トップ化が必要であ り,

既設単独処理浄化槽は期限を切って合併処理浄化槽

への転換を法令で義務づ けることや ,コ ンパ ク トで

災害に強いまちづ くりなどの観点で市街地中心部 ・

集住地区において,耐 震化 ・太陽光蓄電化などとセ

ッ トで生活排水処理の改善を集 中的に進める施策や

福祉・定住・雇用施策などと連携 した住宅等の改善の

一環 として生活排水処理の改善を図ることが必要で

ある。

④ 実証試験で得た結果は,簡 易な改造工事で済む こと

か ら,浄 化槽維持管理業者が管理 している施設を自

ら改造することも可能であ り,新 たな事業展開につ

ながるといえる。

7)富 士市:富 士市調 査デ ー タ(未 公開)

8)『 生活排 水処理 改革一 持続 可能 なイ ンフラ整備 のた めに一 』
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